
(電話番号) 0897-72-8772

(メールアドレス) sumou@imabari-city.jp

勤務条件等

・勤務時間・給与額・待遇等共通条件は省略
・しまなみ振興課に配属します。
・休日の移住関連イベント等への参加、出張あり（その場合は代休）
・自動車普通免許(AT限定可)要 ・本市への定住を希望する方
・3大都市圏都市地域、政令市、または、3大都市圏外都市地域（条件不利地域を除
く）に 居住し、今治市任用後、住民票を今治市の島しょ部に移転できる方
・勤務地のある島内に居住を基本としますので、業務外の日常生活で自家用車があると
便利です。

問合せ先 【採用担当課】 しまなみ振興課　熊本(くまもと)

活動内容

〇移住定住に係る相談対応業務
　しまなみ振興課移住定住係において移住相談者からの各種相談業務に対応する。
〇移住定住に関する情報発信業務
　移住定住促進に関するSNSを活用した情報発信や移住関連イベントでPR活動を行う。
〇しまなみ高等学校の魅力発信と地域連携サポート
　令和８年４月に開校する「愛媛県立しまなみ高等学校」と連携して、新校の魅力情報の発信
や全国からの学生誘致並びに学生の地域とのつながりをサポート活動を行う。

募集期限 令和７年10月３日(必着) 採用予定時期
令和8年4月1日から1年間
（最大3年間延⾧します）

募集地区・人数
A（伯方地区）　1名
　今治市しまなみエリア（島しょ部）への移住定住をサポートする隊員

題名 しまなみ移住コンシェルジュ 番号 ⑬

令和７年１月に開所した「しまなみ総合庁舎」で

移住定住サポートに取り組む人材を求めています


